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いわゆる通信傍受法の合憲性

東京地裁平成 13年8月31日民事第2部判決

(平成 12年(行ウ)第 208号犯罪捜査のための通信傍受に関する法律無効確認等請求事件)

(判例集未登載)

く事実の概要〉
(1) 本件は，原告fXが，平成 11年 8月 18日に

公布され，同 12年 8月 15日から施行(平成 11年政
令第390号)された，犯罪捜査のための通信傍受に
関する法律(平成 11年法律第137号。以下.r本件法律J
U 、う〕を，憲法 13条・ 21条 2項・ 31条および 35
条に違反して無効であるとして，本件法律の無効確
認書f求めるとともに，本件法律の制定によって「原
告がプライパシーや通信の秘密を侵害されることな
く平総に生活する法的利益を侵害され，精神的苦痛
を被ったとして，国家賠償法1条1項に基づく損害
賠償を請求した事案である」。

(2) 本件法律は，一定の重大犯罪において，電気
通信の傍受を行わなけれは事案の真相を解明するこ
とが著しく困難な場合，刑事訴訟法に規定する必要
な電気通信の傍受を行う強制の処分の要件，手続そ
の他必要な事項を定めている。それによれば検察官
または司法警察員は. r(犯罪関連通信〕が行われると
疑うに足りる状況があり，かつ，他の方法によって
は，犯人を特定し，又は犯行の状況若しくは内容を
明らかにすることが著し く困難であるときは，裁判
官の発する傍受令状により」特定の条件の下に「犯
罪関連通信の傍受をすることができる J(3条1項)
ほか， r傍受すべき通信に該当するかどうかた判断
するためJ(13条1項)の傍受や，特定の他の犯罪の
実行を内容とする通信の傍受をすることも認められ
る (14条)。また傍受ができる期聞は 1011以内 (5
条1項)であり，必要があると認めるときは最大30
自主での延長が可能である (7条1項〕。さらに傍受
記録の作成が義務づけられ (22条1項)，それは犯
罪関連通信の当事者に対し傍受記録の作成等を書面
で・通知しなければならない (23条1項)。
(3) 警察の問題等の取材・執筆活動をしているジ

ャーナリストである Xは，本件法律の制定によっ
て通信を盗聴される可能性が極めて高く.警察関係
者からの内都告発による情報を得ることが因襲撃とな
り 取材活動の自由が侵害されていること，また本
件法律には.不服申立ての制度はあるものの，自己
の通信が傍受されていても，犯罪関連通信以外は傍
受記録から消去され，事後通知もされないことから
具体的に傍受令状の発付行為自体を争えず，直接的
かつ具体的にXの権利ないし利益が侵害されてい
ると法的に同視することができるとよ張した。

く判旨〉
本件訴えのうち，本件法律が無効であることの推

認を求める請求に係る部分を却下する。 Xのその
余の請求を棄却する。

(1) rXは，本件無効確認の訴えについて，いわ
ゆる無名抗告訴訟の一類砲としての官言判決請求訴
訟」と主張しているが r行政事件訴訟法における
抗告訴訟とは，行政庁の公権力の行使に関する不
服の訴訟をし、し、(同法3条 1項にその対象となる
処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行
為をいう。同法3条 2項)とは，行政庁が行う行為
のうち その行為によって直接国民の権利義務を形
成し.またはその範囲を確定することが法律上認め
られているものを指すものと解されるー一 (最高裁
昭和 28年同第 123号同 30年 3月4日第二小法廷判
決・民集9巻3号 229頁)Jo rそうすると，国会の
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立法作用に基づく一般的，抽象的な規範である法律
白体及びその定立である立法行為は，通常は，これ
によって.直接国民の権利義務を形成し，またはそ
の範開を確定することが法律上認められるわけでは
ないから，抗告訴訟の対象となる処分には当たらな
いんも っとも，極めて例外的に，一般的立法形式
を借りた処分に該当する場合がないわけではないが，
「本件法律は，控杏一機関が限定された要件の下に通
信を傍受し得る旨を一般的，抽象的に定めたもので
あって，その対象が特定の個人にのみ向けられてい
るわけではないことは明らかであるから，その実質
を立法の形式を借りた処分とみることはできなL、J。
「したがって・一本件無効確認の訴えは不適法であ
るといわなければならない」。

またXは，自己の通信が傍受されていても，犯
罪関連通信以外は事後の通知がなされず， • r直接的
かっ現実的に， Xの権利ないし利益が侵害されて
いる」と主張したのに対し， r本件法律は，前述の
とおり，捜査機闘が限定された要件の下に通信を傍
受しうる宵の一般的，抽象的に定めたものにすぎず，
その施行自休によって，直接特定の個人の権利ない
し利益が具体的に侵害されているわけではないので
あるから，本件法律自体及びその立法行為が抗告訴
訟の対象となる処分ということはできず， Xの上
記主蛋は採用できなし、」とした。
(2) 本件法律の立法行為における違法性の有無に

ついて r国会の立法行為が同家賠償法 1条 1項の
違法に該当するか否かは，国会議員の立法過程にお
ける行動が個別の国民に対して負う職務上の法的義
務に違背したかどうかにより判断すべき」であり，
「国会議員は.立法に関しては，原則として，国民
全体に対する関係で政治的責任を負うにとどまり，
個別の困民に対応した関係での法的義務を負うもの
ではないんしたがって違憲の立法行為のような例
外を除き r同法 1条 1項の規定の適用上，違法の
評価を受けないものと解すべきであって(最高裁昭
和 53年同第 1240号同 60年 11月21日第一小法廷
判決・民集39巻7号 1512頁)，これに反する Xの
所論は採用することができなL、」。

また本件法律の内容が，憲法の一義的な文言に違
反しているとはいえなし、。確かに「通信傍受は，憲
法 21条 2項が保障する通信の秘密を侵害し，ひい
ては個人のプライパシーを侵害する強制処分である
が，これらの権利といえども，絶対に無制限のもの
ではなく，公共の福祉の観点から，捜査のために必
要最小限の制約を加えることはぎ|されるおそして
本件法律の目的や諸事情に鑑み， 1"なお傍受を行う
ことが犯罪の捜脊土真にやむを得tI:.いと認められる
ときには，法律の定める手続に従ってこれを行うこ
とも憲法上許されると解することが相当であり(最
高裁平成9年刷第 636号同 11年 12月16日第二小
法廷決定・刑集53巻 9場 1327頁参照)，本件法律
の内容が」違憲とはいえない。したがって本件法律
の立法行為が r国家賠償法l条 1項の適用上，違
法の評価を受けるものではなL、」。

以上によって「本件訴えのうち，本件法律が無効
であることの確認を求める請求に係る部分は不適法
な訴えというべきであり，同家賠償を求める請求は
埋由がなし、」。

(~o.1224) 2002.6.10 ジュリスト



く解説〉

1 本件判決前に段高裁が示した検証令状による
電話傍受η適否に関する考え方は， 1つの重要な先
例となって本件にも影響を与えている(最決平成
11・12・167f1J集 53巻 9号 1327頁参照)。すなわち「電
話傍受は，通信の秘密を侵害し，ひいては，個人の
プライパシーを侵害する強制処分であるが，一定の
要件の下では，捜企の手段として憲法上全く許され
ないものではなL、」とし，重大犯罪に係わる彼疑事
件について，疑うに足りる十分な理由があり，かっ
被疑事実関連の通話が行われる蓋然性があり.電話
傍受以外の方法によっては重要かっ必要な証拠を得
ることが著しく困難であるなどの場合 侵害される
利益の内容・程度を考慮した上でなお後査上やむを
得ないと認められるときには「法律の定める手続に
従ってこれを行うことも憲法上許される」とした。

しかし当該最高裁決定には，元原裁判官の反対意、
見が付けられていた。すなわち電話傍受には傍受
すべき通信に該当するかどうかを判断するための傍
受が本質的に不可欠で，これらは刑事訴訟法 129条
に規定された「必要な処分」の範囲を逸脱し.さら
に，通話当事者に対する事後の通知や通話当事者か
らの不服申立てに関する規定などの欠如は，憲法上
の適正T続の保障への配慮が不十分であり.検証令
状による電話傍受を違法としたのである。
2 当該最高裁決定当時，現行通信傍受法はすで

に公布されてはL、たもののまだ施行されていなかっ
た。しかし前記反対意見の理由とされた強制処分法
定主義違反および通話当事者に対する事後の告知お
よひ不服申立て規定の欠如については，本件法律の
制定によってその理由の大部を消滅させた。ただ電
話傍受に関する憲法上の規制に関する学説には，憲
法 21条説・ 31条説 ・35条説等があるものの，憲法
学上は，一定要件の下で電話傍受を捜査上行うこと
は許されると解するのが当時から多数説であった
(小早川義則〔判解〕平成11年度重判解 184頁)。
3 本件判決に至る背崇は前記のようであるが，

本件裁判の争点は次の 2点である。すなわち①i本件
無効確認の訴えが，法律上の争訟性または抗告訴訟
の要件である処分枠を欠くものとして不適法となる
か奇か，②Xの国家賠償請求に関して，国会によ
る本件法手撃の立法行為が，国家賠償法1条 1項にい
う違法な行為に当たるか否か，である。
(1) 原告は，法律上の争訟性について，通信傍受

に関する事後の通知が通信当事者に対してしか行わ
れず，不服申立ての制度はあっても事後通知がなけ
れば令状発付自体を争えなし、から.権利侵害と法的
に問視でき，通信やコミュニケーショ γの自由を具
体的に侵害するものとして，本件が法律上の争訟に
当たると主張する。これに対し被告関Yは，裁判
所法3条1項にいう「法律上の争訟」は.法令を適
用することによって当事者聞に具体的な権利義務な
いし法律関係の存否が審理の対象となるものに限定
される.と主獲する。すなわち原告の主叢は，本件
法律の制定による一般的効果に対する不快感や.自
らの職業柄，抽象的に本件法律の適用を受ける可能
性の高さへの不安感を主張するにとどまり， 自己の
権利義務に対する具体的侵害に伴う紛争について審
判を求めるものとはいえないのではないか。わが国
が具体的規範審査制を採用し，具体的裁判の前提と
して事件性を求める以上.本件の Xの主張には，
権利侵害の具体的証明に説得性の弱きが否めず，本
件訴えは，結果的に本件法律の客観的な憲法適合性
の判断を求めるものになってはいないだろうか。
次に処分性について Xは，本件訴えをー穫の無

名抗告訴訟とし，米国にいう宣言判決請求訴訟もそ
の一類型として容認されるべきと主張する。これに
対し Yは，行政事件訴訟法3条 1項にいう抗告訴
訟とは，一般に行政庁の公権力行使に対する不服の
訴訟をいい r行政庁の処分その他公権力の行使に
当たる行為J とは， rその行為によって直接国民の
権利義務を形成し，又はその範囲を確定することが
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法律上認められているもの」を指すと主張する。し
たがって抗告訴訟の対象となる処分は，偶人の法律
上の地位ないし権利関係に直接影響を及ぼす行為で
なければならず，この点は無名抗告訴訟の対象にっ
し、ても当然前提となるべき性質であるとする。

しかるに本件法律は，厳格な要件を定めた上で極
めて限定された通信の傍受をー般的抽象的規範とし
て定立したものに過ぎず，特定個人を対象としてい
ないことは明らかであり，本件法律およびその立法
行為に行政処分性を認めることは困難であるう。ま
た通信の傍受肉体も傍受令状の発付によって行われ，
本件法律の制定 ・施行が直ちに特定個人の法的利益
に直接かつ具体的に影響を与えるものではないとの
主張は説得的である。

(2) 国家賠償請求の妥当性については.国会議員
の立法過程における行動について職務上の法的義務
違反の存否が問題となろう。ちなみに国会議員の立
法行為に関しては，原則として，主権者としての国
民全体に対して政治的責任を負っているのであり，
立法行為全般につき個別の国民に法的責任を負って
しるわけではない。すなわち国会議員の立法行為が
憲法の規定に明らかに違反するようなs 通常想定し
がたい場合などを除き，国家賠償法の規定を適用し
た上での違法の評価は受けないと解するのが一般的
である(最判昭和60・11・21民集 39巻7号 1512頁)。

また国政の上で最大限尊重されるべき基本的人権
としての通信の秘密も，もとより絶対の保障を受け
るものではな く，濫用の禁止や公共の福祉による制
約に服することは当然である。したがって本件法律 ・
の立法目的達成のために必要な範囲で最小限の制約
を加えること，すなわち厳格な要件の下で通信の傍
受を行うことは憲法上も許されないわけではない
(前掲 ・最決平成11・12・16)。よって本件法律および
立法行為は，国家賠償法の適用によって違法の評価
を受けるものではないとするのが一般的であろう。
本件判決の場合には.現行通信傍受法の施「後で

もあり 上記の最高裁平成 11年決定時に論議され
た点の相当部分が解消されている。すなわち憲法
31条の要請である根拠法の立法化(強制処分法定主
義)と憲法 35条の要請である適正手続としての令
状主義の規制jである。ただ本件裁判では，具体的な
権利侵害の態様が争点にはならなかった関係上，本
件法律の具体的内容について実質的審理が行われた
わけではなし、。したがって本件法律の制定過程で懸
念されかっ指摘された諸点については.今後の適用
事例や運用事例の中で問題点が浮き彫りになる場合
も想定されよう。
たとえば傍受すべき通信であるか否かの該当性判

断のための傍受は，当該犯罪関連通信と判断するた
めの不可欠の手段として，本件法律では 「必要な最
小限度の範囲」で認められている。しかしこの解釈
については，捜査機関の裁量(もしくは有権解釈)に
よる拡大解釈の余地なしとしなし、。結果として具体
的な犯罪の証明がなされれば，その該当性判断のた
めの傍受行為が客観的に「必要な最小限度の範囲」
として認知され なし崩し的な鉱大に道を開きかね
なL、からである。加えて犯罪とは無関係の通信に対
する立会人の切断権，傍受後の通知に関して刑事手
続周記録に記録された通信当事者以外の被傍受者に
対する事後の通知など，今後の動向が注目される。

〈参考文献〉
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資料集・組織的犯罪と刑事法(有斐悶.1鈎7年).井上正仁・民査

手段としての通信・会話の傍受[有斐閣. 1997年)がある.また

皆川治庚・プライバシー権の保護と限界{北街出版.2000年)253 
頁注13)以下に詳細な資料掲示があるほか，法時71巻 12号(1999
年 11月)4頁以下に「盗聴法と市民的自由一一盗聴法の法的批判 l
の特集.長沼範良 『電話検証」法教256号 〔初02年 1月)22頁な

どが有益である。
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(浜谷英博 松阪λ学教授)
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犯罪捜査のための通信傍受に関する法律無効確認等請求事件

東京地方裁判所判決/平成12年(行ウ)第208号
平成13年8月31日
一犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の無効確認を求める訴
えが不適法とされた事例
二犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の制定が違法であると
して求めた損害賠償請求が棄却された事例
裁判所法3ー 1
行政事件訴訟法3
憲法21-2
国家賠償法1-1
判例時報1787号112頁
ジュリスト臨時増干IJ1224号12頁

文

本件訴えのうち、犯罪捜査のため，の通信傍受に関する法律(平成一一年法律第一
三七号)が無効であることの確認を求める請求に係る部分を却下する。

原告のその余の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第一請求
ー犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成一一年法律第一三七号。以下

「本件法律」という。)が無効であることを確認する。
二被告は、原告に対し、五00万円及びこれに対する平成一二年八月一五日から

支払済みまでの年五分の割合による金員を支払え。
第二事案の概要
本件は、原告が、本件法律が憲法一三条、二一条二項、三一条及び三五条に違反し

て無効であるとして、本件法律が無効であることの確認を求めるとともに、本件法律が
制定されたことにより、原告がプライバシーや通信の秘密を侵害されることなく平穏に
生活する法的利益を侵害され、精神的苦痛を被ったとして、国家賠償法一条一項に基
づく損害賠償を請求した事案である。
一本件法律の概要(平成一一年法律第四八号による改正前のもの。括弧内の条文

は、本件法律の条文である。)
(1 )本件法律は、一定の重大犯罪において、犯人間の相互連絡等に用いられる電気

通信の傍受を行わなければ事案の真相を解明することが著しく困難な場合が増加する
状況にあることを踏まえ、これに適切に対処するために必要な刑事訴訟法に規定する
電気通信の傍受を行う強制の処分の要件、手続その他必要な事項を定めることを目的
とするものである(一条)。
なお、本件法律において、「通信」とは、電話その他の電気通信であって、その伝送路

の全部若しくは一部が有線(有線以外の方式で電波その他の電磁波を送り、文は受け
るための電気的設備に付属する有線を除く。)であるもの文はその伝送路に交換設備
があるものをいい(二条一項)、「傍受」とは、現に行われている他人間の通信につい
て、その内容を知るため、当該通信の当事者のいずれの同意も得ないで、これを受け
ることをいう(同条二項)。
(2)検察官又は司法警察員は、三条一項各号のいずれかに該当する場合において、

当該各号に規定する犯罪の実行、準備又は証拠隠滅等の事後措置に関する謀議、指

h主tps://www.hanreihisho.jp/cgi-binJeoc/printhanre.Wie.w.cgi.?HSPRN.=IHSRDOL/5630/… 2013/12/23



干川州問JJ巾IJ L/Iヘーソ

示その他の相互連絡その他当該犯罪の実行に関連する事項を内容とする通信(以下
「犯罪関連通信Jという。)が行われると疑うに足りる状況があり、かつ、他の方法によっ
ては、犯人を特定し、又は犯行の状況若しくは内容を明らかにすることが著しく困難で、
あるときは、裁判官の発する傍受令状により、電話番号等によって特定された通信の
手段であって、被疑者が通信事業者等との聞の契約に基づいて使用しているもの(犯
人による犯罪関連通信に用いられる疑いがないと認められるものを除く。)文は犯人に
よる犯罪関連通信に用いられると疑うに足りるものについて、これを用いて行われた犯
罪関連通信の傍受をすることができる(三条一項)。
また、一定の要件の下に、傍受すべき通信に該当するかどうかを判断するための傍

受や、他の犯罪の実行を肉容とする通信の傍受をすることも認められる(一三条、一四
条)。
(3)傍受令状の請求は、一定の範囲の検察官又は司法警察員から地方裁判所の裁

判官にこれをしなければならない(四条一項)。
傍受令状の請求を受けた裁判官は、請求を理由があると認めるときは、傍受ができ

る期間として-0日以内の期間を定めて傍受令状を発し(五条一項)、その場合におい
て、傍受の実施に関し、適当と認める条件を付することができる(同条二項)。
また、地方裁判所の裁判官は、必要があると認めるときは、一定の範囲の検察官又

は司法警察員の請求により、 -0日以内の期間を定めて、通じて三O日を超えない範
囲で、傍受ができる期間を延長することができる(七条一項)。
なお、傍受令状は、通信手段の傍受の実施をする部分を管理する者文はこれに代わ

るべき者に示さなければならない。ただし、被疑事実の要旨については、この限りでな
い(九条一項)。
(4)検察官文は司法警察員は、通信事業者に対して、傍受の実施に関し、傍受のた

めの機器の接続その他の必要な協力を求めることができる。この場合においては、通
信事業者等は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない(一一条)。検察官文
は司法警察員が一六条一項に基づいて行う当該通信の相手方の電話番号等の探知
に関しても、通信事業者等に対して同様の協力義務が課されている(一六条二項)。
(5)検察官文は司法警察員は、傍受の実施を中断し又は終了ιたときは、その都度

速やかに、傍受記録を作成しなければならないO三条一項)。傍受記録は、同条二項
一号ないし四号に掲げる通信以外の通信の記録を消去して作成するものとする(同
項)。
(6)検察官文は司法警察員は、傍受記録に記録されている通信の当事者に対し、傍

受記録を作成した旨及び傍受令状の発付年月日、傍受の実施の開始及び終了の年月
日、傍受の実施の対象とした通信手段等の事項を、書面で通知しなければならない
(二三条一項)。
なお、通信の傍受に関する裁判又は処分に不服がある者は、一定の不服申立てをす

ることができる(二六条)。
二前提となる事実(各項末尾掲記の証拠等によって認められる。)
(1 )原告は、警察の問題等について取材・執筆活動をしているジャーナリストである。

( ((証拠略))) 
(2)本件法律の制定、公布に至る経過
ア平成八年一O月八日、法務大臣から法制審議会に対し、組織的な犯罪に対処す

るための刑事法整備に関する諮問第四二号が行われたことから、法制審議会刑事法
部会は、同年一0月二一日以降、上記諮問について審議を行った結果、平成九年七
月一八日、「組織的な犯罪に対処するための刑事法整備要綱骨子(案)Jのとおり刑事
法の整備を行うことが相当であるとの結論に達した。これを受けて、法制審議会は、同
月一O目、同部会の結論のとおり、上記要綱骨子のように刑事法の整備を行うことが
相当であるとの結論に達し、これを内容とする答申を行った。
イ法務省は、法制審議会の上記答申に基づき、関係省庁と協議を行いながら、法案

の立案作業を行った。他方、当時の与党で、あった自由民主党、社会民主党及び新党さ
きがけは、この法案に関し、与党組織的犯罪対策法協議会を設け、同協議会は、平成
九年一0月二一日から平成一O年二月一三日までの問、合計二二回にわたり協議を
行った。その結果、政府は、同年三月一三目、この協議も踏まえた上で、「組織的な犯
罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律案」、「犯罪捜査のための通信傍受に
関する法律案」及び「刑事訴訟法の一部を改正する法律案」を第一四二回通常国会に
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提出した。
ウ平成-0年五月八日、衆議院本会議において、上記三法案についての趣旨説明

及び質疑が行われ、これらの法案に関する審議が開始された。その後、衆議院法務委
員会において、これらの法案の審議が行われたが、同年六月一八日の会期末に継続
審査となり、第一四三回及び第一四四回の臨時国会を経て、第一四五回通常国会に
おいて再び審議が行われた。
平成一一年五月二七日、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法

律案J及び「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律案JIこ対し、自由民主党、公明
党・改革クラブ及び自由党の三会派共同提案による修正案が提出され、同月二八日、
衆議院法務委員会において、この修正案及び修E部分を除く原案が可決された。これ
らは、同年六月一日に衆議院本会議、同年
とりわけ、原告は、前記のとおり、本件法律の施行後、通信を盗聴されている可能性

が極めて高いため、これまで、警察関係者からの内部告発を頼りl二、警察や検察等の不
正、腐敗を追及していたものの、このような肉部告発による情報を得ることが困難とな
ってしまい、取材の自由が著しく侵害されるに至っている。
本件法律には、盗聴に関する裁判に対する不服申立ての制度があるものの、原告と

しては、自己の通信が傍受されていても、その旨の事後通知がなければ、具体的に傍
受令状の発付行為自体を争うことができないのであるから、本件法律の施行自体によ
る効果として、直接的かつ現実的に、原告の権利ないし利益が侵害されていると法的
に同視することができるというべきである。
したがって、法律上の争訟性及び処分性に関する被告の主張は、失当である。
イ本件法律が憲法に違反することについて(括弧内の条文は、本件法律の条文で

ある。)
a 憲法一三条、二一条二項違反

本件法律は、盗聴の対象となる通信の範囲を電話による通信に限定せず、コンビュ
ータ通信も含めた極めて広汎なものとしているほか、本来通信者の通信の秘密を守る
べき立場にある通信事業者に、盗聴や逆探知等への協力義務を課している。
また、傍受令状の発付要件が、「他の方法によっては、犯人を特定し、文は犯行の状

況若しくは内容を明らかにすることが著しく困難であるとき」という比較的緩やかなもの
とされていることに加え、盗聴可能な期聞が最大三0日間に及んでおり、極めて包括
的な盗聴が許容されていることから、捜査官による濫用の危険性が極めて強い。
さらに、前記のとおり、盗聴に関する事後通知は、傍受記録に記録されている通信の

当事者に対してのみ行われ、犯罪関係通信以外の通信をした当事者には、一切通知
が行われないため、国民は、自分の通信が盗聴されたかを必ずしも知ることができず、
疑心暗鬼のまま生活することを余儀なくされている。
ニのように、本件法律は、プライバシーや通信の秘密に対する重大な制約となる盗聴

を広く認めている上に、その権限を行使する捜査員の窓意的運用や濫用を防止するよ
うな構造となっていないため、憲法で、保障されたプライバシーや通信の秘密に対する不
当な侵害を日常的に容認し、国民の自由なコミュニケーションに萎縮的効果を与えるも
のであるから、憲法一三条及び二一条二項に違反し、文面上無効とされるべきである。
b 憲法三一条、三五条違反
盗聴については、通信の内容等が十分予測できないため、犯罪と無関係な内容の通

信もすべて傍受せざるを得ないという本質的な問題があり、憲法三五条による捜索及
び押収する対象の特定とし1う要請を満たすことは不可能で、ある。
また、憲法三五条は、一般令状を禁止する趣旨で「各月IlJの令状を要求しているが、

本件法律は、複数回の通信文は複数人の通信の盗聴を包括的に許容する点で、一般
令状を認めることと何ら差異はないことになる。
さらに、令状の呈示は、憲法三五条による要請であると解すべきであるところ、本件

法律による傍受令状は、被処分者たる通信当事者には呈示されず、通信事業者に対し
て「提示」されるにすぎない。憲法三一条の適正手続の保障の観点からは、処分対象
者に対しで少なくとも盗聴終了後の合理的な期間内に処分の内容について告知すべき
であるにもかかわらず、通信当事者に対する事後通知は極めて限定されており、不十
分であることは前記のとおりである。
加えて、本件法律は、将来の犯罪に対する捜査としての盗聴(同法三条二号、三

号)、該当性判断のための盗聴及び他の犯罪の実行を内容とする通信の盗聴を認め
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ている。これらは、当初の令状発付裁判官による司法的チェックの範囲を超える盗聴を
広く許容するものであり、令状主義の精神に反するといわなければならない。
以上のとおり、本件法律は、憲法三一条及び三五条にも違反するものである。
c よって、本件法律は、憲法一三条、二一条二項、三一条、三五条に反し、無効で

あるから、本件法律が無効であることの確認を求める。
(2)国家賠償請求について
ア国会は、立法行為を行うに当たり、その制定に係る法律が適用される個々の具体

的な国民に対して、憲法に違反した法律を制定しないよう慎重に審議、検討を行うべき
高度の注意義務を負うというべきで、あり、憲法違反の立法行為をした場合には、国家
賠償法一条一項にしヴ違法に当たると解すべきである。
本件法律は、前記(1)ウのとおり、憲法二一条二項、三五条等に違反していることか

ら、国会による本件法律の立法行為には、少なくとも上記の注意義務に違背する過失
があるというべきであり、国家賠償法一条一項にいう違法にも当たるというべきで、ある。
イ本件法律が施行されたことにより、原告の通信が盗聴されれば、原告のプライバ

シーや通信の秘密という憲法上保障された基本的な権利や法的利益を侵害することは
確実である。また、仮に原告に対する盗聴が実施されないとしても、本件法律が施行さ
れている以上、原告は、いつ自分の知らないところで、自らの通信が盗聴されているか
もしれないとの脅威を感じ続けなければならず、プライバシーや通信の秘密を侵害され
ることなく平穏に生活する法的利益の侵害により、重大な精神的苦痛を被っている。原
告が被った精神的損害をあえて金銭に評価すれば、玉00万円を下回らない。
よって、原告は、被告に対し、国家賠償法一条一項に基づき、玉00万円及びこれに

対する遅延損害金の支払を求める。
(被告の主張)
(1 )本件無効確認の訴えについて
本件無効確認の訴えは、以下のとおり、法律上の争訟性の要件を欠くのみならず、そ

の対象たる本件法律及びその立法行為が抗告訴訟の対象となる処分性を有しないも
のであり、不適法であることが明らかであるから、却下されるべきである。
ア法律上の争訟性について
裁判所法三条一項にいう「法律上の争訟」として裁判所の審理の対象となるのは、法

令を適用することによって解決し得ベき当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係
の存否に関する紛争に限られ、このような具体的紛争を離れて、法令が抽象的に憲法
に適合するか否かの判断を裁判所に求めることは許されない。
原告は、本件法律が憲法に違反し無効であると主張して、その無効確認を求めてい

る。しかしながら、原告が自己の権利利益に対する侵害として主張している事項は、本
件法律の一般的効果について自らの主張を述べているにすぎないものか、自らが一般
的、抽象的に本件法律の適用を受ける可能性のある立場にあることを述べるにすぎな
いもの、あるいは、客観的根拠のない憶測に基づき不安感や不快感を述べているにす
ぎないものであって、自己の権利義務等に関する具体的紛争について審判を求めるも
のでないことが明らかである。そうすると、本件無効確認の訴えは、具体的紛争と関わ
りなく、抽象的に法令が適合するか否かの判断を裁判所に求めるものにほかならな

したがって、本件無効確認の訴えは、法律上の争訟には当たらないことが明らかであ
る。
イ処分性について
a 原告は、本件無効確認の訴えが、いわゆる無名抗告訴訟であると主張している

ところ、行政事件訴訟における抗告訴訟とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の
訴訟をいい(行政事件訴訟法三条一項)、「行政庁の処分その他公権力の行使に当た
る行為J(以下「処分Jという。)とは、「行政庁が行う行為のうち、その行為によって直接
ー国民の権利義務を形成し、又はその範囲を確定することが法律上認められているも
の」を指すと解されている。そうすると、抗告訴訟の対象となる処分とは、個人の法律上
の地位ないし権利関係に対し、直接に何らかの影響を及Iますような性質の行為で、なけ
ればならず、無名抗告訴訟においても、当該訴訟の対象がこのような性質を有する処
分に該当することが前提となることは当然である。
b そこで、本件法律自体及びその立法行為が抗告訴訟の対象となる処分に当たる

か否かについて検討する。
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法律自体及びその立法行為は、通常、一般的、抽象的規範を定立するものにすぎ
ず、行政処分性は認められないので、あって、例外的に、当該立法行為が、規定の内容
自体に照らして、特定個人に向けられたものであり、他に行政庁の具体的な処分を待
つまでもなく、この特定個人の権利義務、法的利益に直接かつ具体的な影響を与える
場合には、この立法行為が処分に当たると解する余地があるにすぎない。
しかるに、本件法律は、厳格な要件を定めた上で、極めて限定された場合に限って通

信の傍受が行われる旨をよ一般的、抽象的に定めているにすぎず、その規定自体から
特定の個人について通信傍受が行われるものでないことは明らかである。また、傍受
令状に基づく通信の傍受は、本件法律自体の直接の効果として行われるものではな
く、傍受令状が発付されることによって行われるもので、あり、本件法律の制定、施行
が、直ちに原告の権利義務や法的利益に直接かつ具体的な影響を与えるもので、ない
ことは明らかである。
したがって、本件法律自体及びその立法行為が抗告訴訟の対象となる処分に当たる

ということはできない。
c なお、原告は、前記最高裁昭和田七年一一月三O日第一小法廷判決を引用し

た上で、本件においては、事前の救済を認めないことを著しく不当とする特段の事情が
存するから、法律の確認を求める訴えが許されると主張する。
しかしながら、上記判例は、通達により直接かつ具体的な義務が課せられる場合にお

いて、当該義務の存否が争われた事例に関するものであり、抽象的に法律自体の無効
確認を求める訴えの司法判断適合性が問題とされなければならない本件無効確認の
訴えとは、全く事案を異にするものであるから、原告の主張は失当である。
(2)国家賠償請求について
ア国会の立法行為が国家賠償法一条一項の違法に当たるか否かの問題は、国会

議員の立法過程における行動が個別の国民に対して負う職務上の法的義務に違背し
たかどうかの問題であって、当該立法の違憲性の問題とは区別されるべきであり、仮に
当該立法の内容が憲法の規定に違反する廉があるとしても、その故に国会議員の立
法行為が直ちに違法の評価を受けるものではない。
国会議員は、立法に関しては、原則として、国民全体に対する関係で政治的責任を

負うにとどまり、個別の国民に対応した関係で、の法的義務を負うものではないとし、うべ
きで、あって、国会議員の立法行為は、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反してい
るにもかかわらず国会があえて当該立法を行うというごとき、容易に想定し難いような
例外的な場合でない限り、国家賠償法一条一項の規定の適用上、違法の評価を受け
ないものとされている。
イそこで、上記判断基準を前提として、本件法律の内容が、憲法の一義的な文言に

違反している場合に当たるか否かについて検討する。
a 憲法ニ一条ニ項が保障する通信の秘密は、最大限尊重されるべきものである

が、憲法が保障する各種の基本的人権で、あっても、絶対に無制限のものではなく、そ
の濫用は禁止され、公共の福祉による制限を受ける。
したがって、通信の秘密の保障についても、公共の福祉の要請に基づき、必要最小

限の範囲で制約を加えることは許されるというべきであり、通信の傍受についても、憲
法上全く許されないものではない。
b そして、重大な犯罪に係る被疑事件について、被疑者が罪を犯したと疑うに足りる

十分な理由があり、かつ、当該通信により被疑事実に関連する通話等が行われる蓋燃
性があるとともに、傍受以外の方法によってはその罪に関する重要かっ必要な証拠を
得ることが著しく困難であるなどの事情が存する場合において、電話傍受により侵害さ
れる利益の内容、程度を慎重に考慮した上で、なお電話傍受を行う三とが犯罪の捜査
よ真にやむを得ないと認められるときには、法律の定める手続に従ってこれを行うこと
も憲法上許されると解すべきである。

c しかるに、本件法律は、その別表に限定列挙された重大な犯罪に関する高度の
嫌疑があり、犯罪の実行に関連する事項を肉容とする通信が行われる蓋燃性が認め
られる場合で、あって、他の方法によっては事案を解明することが著しく困難で、あると認
められるときに、傍受すべき通信が行われる蓋燃性のある特定の通信手段に限って、
裁判官のあらかじめ発付する傍受令状により、傍受を行うことを認めるものであって、
通信の秘密、国民の私生活上の自由に対する制約は、必要最小限の範囲に限定され
ており、上記bの条件に合致するものである。
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したがって、本件法律に基づく通信傍受は、何ら憲法二一条二項に抵触するものでは
ない。
ウ結局、国会による本件法律の立法行為は、立法の内容が憲法の一義的な文言!こ

違反しているにもかかわらず、国会があえて当該立法を行った場合に当たらず、国家
賠償法一条一項の規定の適用上、違法の評価を受けるものではない。
エよって、原告による国家賠償請求は、理由がないことが明らかであるから、棄却さ
れるべきである。
四争点
以上によれば、本件の争点は、次のとおりである。
(1 )本件無効確認の訴えが、法律上の争訟性文は抗告訴訟の要件である処分性を

欠くものとして、不適法となるか否か。(争点-)
(2)原告の国家賠償請求に関して、国会による本件法律の立法行為が、国家賠償法

一条一項!こいう違法な行為に当たるか否か。(争点二)
第三争点に対する判断
一争点ー(本件無効確認の訴えの適法性)について
原告は、本件無効確認の訴えについて、いわゆる無名抗告訴訟の一類型としての宣

言判決請求訴訟であると主張しているところ、行政事件訴訟法における抗告訴訟とは、
行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいい(同法三条一項)、その対象となる
処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をし句。同法三条二項)とは、
行政庁が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し、またはそ
の範囲を確定することが法律上認められているものを指すものと解されるから(最高裁
昭和二八年(オ)第一二三号同三O年三月四日第三小法廷判決・民集九巻三号二二
九頁)、無名抗告訴訟が許容されるためには、その対象となる行為がそのような性質を
有する行為であることを要するといわなければならない。
そうすると、国会の立法作用に基づく一般的、抽象的な規範である法律自体及びその

定立である立法行為は、通常は、これによって、直接国民の権利義務を形成し、または
その範囲を確定することが法律上認められるわけではないから、抗告訴訟の対象とな
る処分には当たらないというべきである。
もっとも、極めて例外的に、当該立法行為が、形式的には一般的、抽象的な規範の定

立としづ形式をとっている場合でも、その実質が専ら特定の個人に向けられたものであ
って、かつ、この個人に対する法の執行行為にほかならないといえるようなときには、い
わば、立法行為の形式を借りて処分が行われたものとして、当該立法行為が処分に当
たると解する余地が全くないわけではない。
しかしながら、本件法律は、前記第二のーのとおり、同法に定める一定の犯罪が行わ

れたと疑うに足りる十分な理由があり、犯罪の実行に関連する事項を内容とする通信
が行われると疑うに足りる状況がある場合において、他の方法によっては犯人を特定
し、文は犯行の状況若しくは内容を明らかにすることが著しく困難であると認められると
きに、傍受すべき通信が行われる可能性のある特定の通信手段に限り、裁判官がこれ
らの要件を充足すると判断した場合に発付される傍受令状に基づいて、傍受が行われ
るこ左としているものである。そうすると、本件法律は、捜査機関が限定された要件の下
に通信を傍受し得る旨を一般的、抽象的に定めたもので、あって、その対象が特定の個
人にのみ向けられているわけではないことは明らかであるから、その実質を立法の形
式を借りた処分とみることはできない。
したがって、本件法律自体及びその立法行為が抗告訴訟の対象となる処分に当たる

ということはできないから、本件無効確認の訴えは不適法であるといわなければならな

なお、原告は、自己の通信が傍受されていても、事後通知がない場合にはそのことを
知り得ない以上、本件法律の施行自体による効果として、直接的かつ現実的に、原告
の権利ないし利益が侵害されていると法的に同視することができると主張する。しかし
ながら、本件法律は、前述のとおり、捜査機関が限定された要件の下に通信を傍受L
得る旨を→般的、抽象的に定めたものにすぎず、その施行自体によって、直接特定の
個人の権利ないし利益が具体的に侵害されているわけではないのであるから、本件法
律自体及びその立法行為が抗告訴訟の対象となる処分ということはできず、原告の上
記主張は採用できない。
また、原告は、前記最高裁昭和四七年一一月三O日第一小法廷判決が、事前の救
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済を認めないことを著しく不当とする特段の事情が存する場合に、あらかじめ一定の義
務を負わないことの確認を求める訴えを提起することができることを認めたものである
として、本件無効確認の訴えも許容されるべきであると主張するが、上記判決は、通達
により直接かつ具体的な義務が課せられる場合において、当該義務の存否が争われ
た事例に関する判断であって、本件とは事案を異にするものであるから、原告の主張
は採用することができない。
二争点二(本件法律の立法行為における違法の有無)について
(1 )国会の立法行為が国家賠償法一条一項の違法に該当するか否かは、国会議員

の立法過程における行動が個別の国民に対して負う職務上の法的義務に違背したか
どうかにより判断すべきであるところ、国会議員は、立法に関しては、原則として、国民
全体に対する関係で政治的責任を負うにとどまり、個別の国民に対応した関係での法
的義務を負うもので、はないというべきであって、国会議員の立法行為は、立法の肉容
が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず国会があえて当該立法を行うと
いうごとき、容易に想定し難いような例外的な場合でない隈り、同法一条一項の規定の
適用上、違法の評価を受けないものと解すべきで、あって(最高裁昭和五三年(オ)第一
二四O号同六O年一一月二一日第一小法廷判決・民集三九巻七号一五一二頁)、こ
れに反する原告の所論は、採用することができない。
(2)そこで、本件法律の内容が、憲法の一義的な文言に違反している場合に該当す

るか否かについて検討する。
本件法律は、前記第二のーのとおり、その別表に限定的に列挙された重大な犯罪に

関する嫌疑があり、犯罪の実行に関連する事項を内容とする通信か行われる可能性
が認められる場合で、あって、他の方法によっては犯人の特定や犯行の状況、内容を明
らかにすることか著しく困難であるときに、傍受すべき通信が行われる蓋燃性のある特
定の通信手段に限って、裁判官があらかじめ発付する傍受令状により、傍受を行うこと
を認めるものである。
このような通信傍受は、憲法二一条二項が保障する通信の秘密を侵害し、ひいては

個人のプライバシーを侵害する強制処分であるが、これらの権利といえども、絶対に無
制限のものではなく公共の福祉の観点から、捜査のために必要最小限の範囲におけ
る制約を加えることは許されるというべきである。
そして、重大な犯罪に係る被疑事件について、被疑者が罪を犯したと疑うに足りる十

分な理由があり、かつ、当該通信により被疑事実に関連する通信等が行われる蓋然性
があるとともに、傍受以外の方法によってはその罪に関する重要かつ必要な証拠を得
ることが著しく困難であるなどの事情が存する場合において、傍受により侵害される利
益の内容、程度を慎重に考慮した上で、なお傍受を行うことが犯罪の捜査上真にやむ
を得ないと認められるときには、法律の定める手続に従ってこれを行うことも憲法上許
されると解することが相当であり(最高裁平成九年(あ)第六三六号同一一年一二月一
六日第三小法廷決定・刑集五三巻九号一三二七頁参照)、本件法律の内容が憲法二
一条一項その他の憲法の一義的な文言に違反しているということはできない。
(3)したがって、国会による本件法律の立法行為は、立法の内容が憲法の一義的な

文言に違反しているにもかかわらず、国会があえて当該立法を行った場合に当たると
解することはできないから、国家賠償法一条一項の適用上、違法の評価を受けるもの
ではないといわなければならない。
三結論
以上によれば、本件訴えのうち、本件法律が無効であることの確認を求める請求に係

る部分は不適法な訴えというべきであり、国家賠償を求める請求は理由がないというべ
きである。
よって、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官市村陽典裁判官森英明馬渡香津子)
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